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　私は、猪苗代町民農園を使用するにあたり、次の事項を承諾します。

１．貸付期間　　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで
２．使用料金　　１区画１，０００円／年度
毎年度、町から送付される納付書により納期限までに支払うものとする。
　　　　　　　　（使用料は原則として返還しません。）
３．貸付農地においては、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。
(ｱ)　建物及び工作物を設置すること。
(ｲ)　営利を目的として作物を栽培すること。
(ｳ)　貸付農地を第三者に転貸すること。
(ｴ)　植木、果樹等の永年性作物を栽培すること。
(ｵ)　前各号に掲げるもののほか、農園の運営目的に反すること。
４．次の各号に該当するときは、貸付けを解除することができる。
(ｱ)　使用者が貸付けの解除を申し出たとき。
(ｲ)　使用者が３の規定に掲げる行為をしたとき。
(ｳ)　使用者が貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。
(ｴ)　他の使用者に著しい迷惑を及ぼすとき。
(ｵ)　農園の管理運営において特別な事情が生じたとき。
５．貸付期間が終了したとき又は４の規定により貸付けを解除されたときは、すみやかに貸付農地を原状に復し返還しなければならない。ただし、使用者が貸付期間が終了する翌年度の使用に係る使用申請書を提出し、同一区画の使用者として決定された場合はこの限りでない。
６．使用者の責めに帰すべき事由により、農園内の施設、備品等に損害を与えたときは、速やかに原状に復し、その損害を町に賠償しなければならない。
７．町は、農園内で発生した事故、農具又は農作物の盗難、病害虫の発生、自然災害等による損害に対して、一切の責めを負わないものとする。
８．町は、使用者に故意又は過失による損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負うものとする。
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